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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第７区分
【発行日】平成24年2月2日(2012.2.2)

【公開番号】特開2011-88697(P2011-88697A)
【公開日】平成23年5月6日(2011.5.6)
【年通号数】公開・登録公報2011-018
【出願番号】特願2009-241977(P2009-241977)
【国際特許分類】
   Ｂ６６Ｆ   7/06     (2006.01)
   Ｂ６２Ｄ  65/02     (2006.01)
   Ｂ６２Ｄ  65/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６６Ｆ   7/06    　　　Ｅ
   Ｂ６２Ｄ  65/02    　　　　
   Ｂ６２Ｄ  65/18    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成23年12月12日(2011.12.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　各中折れ二連リンク機構３Ａ，３Ｂは、左右対称形のものであって、走行台車２の台車
本体である基台８と中間リンク部材９との間に介装された下側平行リンク対１０と、中間
リンク部材９と上側リンク部材１１との間に介装された上側平行リンク対１２とから構成
されている。そして各中折れ二連リンク機構３Ａ，３Ｂには、下側平行リンク対１０と上
側平行リンク対１２との間の角度を規制する第一係止手段１３と、下側平行リンク対１０
と基台８との間の角度を規制する第二係止手段１４とから構成されたロック手段１５が併
設されている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　上記のように両中折れ二連リンク機構３Ａ，３Ｂが折り畳み倒伏姿勢になったとき、そ
の内端部、即ち、下側平行リンク対１０と上側平行リンク対１２との間の折曲部が、基台
８の左右幅方向の略中央位置で互いに隣り合う状態になる。勿論、上記のように両中折れ
二連リンク機構３Ａ，３Ｂを折り畳み倒伏姿勢にするとき、ロック手段１５の第一係止手
段１３における係止片２１は、リンク１２ｂと平行になる向きに回動させて、被係止部材
２０の凹部２０ａから離脱させると共に、中折れ二連リンク機構３Ａ，３Ｂの折り畳み動
作の邪魔にならない非係止姿勢に切り換えておく。又、ロック手段１５の第二係止手段１
４における係止ピン２５は、リンク１０ａ側の被係止孔２３から離脱した非係止位置に切
り換えておく。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６



(2) JP 2011-88697 A5 2012.2.2

【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　ストッパー２６，２７によって両中折れ二連リンク機構３Ａ，３Ｂが図１Ｂに示す所期
の展開起立姿勢で制止されたならば、ロック手段１５の第一係止手段１３におけるリンク
１２ａ側の係止片２１を、支軸２２の周りに下向きに回動させてリンク１０ａ側の被係止
部材２０の凹部２０ａに嵌合させると共に、第二係止手段１４の係止ピン２５を進出移動
させて、リンク１０ａ側の被係止孔２３に挿入させる。換言すれば、ロック手段１５の第
一係止手段１３及び第二係止手段１４は、ストッパー２６，２７によって両中折れ二連リ
ンク機構３Ａ，３Ｂが図１Ｂに示す所期の最終展開起立姿勢で制止されたときのみ、係止
片２１を被係止部材２０の凹部２０ａに嵌合させることができると共に、係止ピン２５を
被係止孔２３に挿入させることができるように構成されている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　尚、第一係止手段１３の係止片２１は、被係止部材２０側の凹部２０ａ（又は当接面２
０ｂ）に係合する係止姿勢と当該凹部２０ａ（又は当接面２０ｂ）から離脱した非係止姿
勢とにバネ力に抗して択一的に切換え自在に構成し、フォークＦを備えたリフター側の切
換え手段により係止片２１を係止姿勢と非係止姿勢との間で切換え操作できるように構成
することができるが、係止片２１を係止姿勢と非係止姿勢との間で切換えるためのソレノ
イド、モーター、シリンダーなどの適当なアクチュエーターを第一係止手段１３に組み込
んでおくことも可能である。同様に、第二係止手段１４の係止ピン２５も、リンク１０ａ
側の被係止孔２３に嵌合する係止位置と被係止孔２３から離脱した非係止位置とにバネ力
に抗して択一的に切換え自在に構成し、フォークＦを備えたリフター側の切換え手段によ
り係止ピン２５を係止位置と非係止位置との間で切換え操作できるように構成することが
できるが、係止ピン２５を係止姿勢と非係止姿勢との間で切換えるためのソレノイド、モ
ーター、シリンダーなどの適当なアクチュエーターを第二係止手段１４に組み込んでおく
ことも可能である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　この実施例によれば、折り畳み倒伏姿勢の中折れ二連リンク機構３Ａ，３Ｂで支持され
ている最低位置のワーク支持台４Ａ，４ＢをフォークＦで持ち上げるとき、図１４Ｂに示
すように、ストッパー２６，２７が互いに当接して中折れ二連リンク機構３Ａ，３Ｂのそ
れ以上の展開運動が阻止される状態まで、ワーク支持台４Ａ，４Ｂを垂直平行に上昇させ
る。この状態で、ロック手段１５の第一係止手段１３における係止片２１を係止作用姿勢
に切り換えた後、フォークＦを降下させると、左右一対のワーク支持台４Ａ，４Ｂが、支
持するワークＷによって互いに同一レベルで完全に連結状態になっているか又は、図１１
に示した構成により連結一体化されていることが条件になるが、荷重により中折れ二連リ
ンク機構３Ａ，３Ｂが内側へ屈曲しながらワーク支持台４Ａ，４Ｂが若干平行に降下して
、係止片２１が被係止部材２０の当接面２０ｂに当接し、中折れ二連リンク機構３Ａ，３
Ｂがそれ以上屈曲するのを阻止される。このとき、ロック手段１５の第二係止手段１４に
おける係止ピン２５がリンク１０ａ側の被係止孔２３と略同心状に位置するので、当該係
止ピン２５を係止作用位置に切り換えて被係止孔２３に嵌合させ、基台８に対して下側平
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行リンク対１０を固定する。尚、この状態では、図１４Ａに示すように、ストッパー２６
，２７は働いていない。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６２】
　上記構成の中折れ二連リンク機構３９は、正面視において、基台８側の左右２列の支軸
４５ａ（４５ｂ），４５ｃ（４５ｄ）と中間リンク部材４０側の左右２列の支軸４６ａ（
４６ｂ），４６ｃとが平行四辺形の各頂点に位置すると共に、中間リンク部材４０側の左
右２列の支軸４６ａ（４６ｂ），４６ｃとワーク支持台４Ａ，４Ｂ側の左右２列の支軸４
７ａ（４７ｂ），４７ｃとが平行四辺形の各頂点に位置することになる。そして側面視で
は、下側平行リンク群４１を構成する４本のリンク４１ａ～４１ｄが略等間隔に並列し、
上側平行リンク群４３を構成する３本のリンク４３ａ～４３ｃが、下側平行リンク群４１
の各リンク４１ａ～４１ｄ間に位置する状態で略等間隔に並列することになる。尚、図で
は、先の実施例のものと同一構造のロック手段１５の第一係止手段１３が、下側平行リン
ク群４１の内側２本のリンクの内の一方のリンク４１ｃと、上側平行リンク群４３の中央
のリンク４３ｃとの間に配設されている。又、ストッパー２６，２７は、下側平行リンク
群４１の外側２本のリンク４１ａ，４１ｂと、上側平行リンク群４３の外側２本のリンク
４３ａ，４３ｂとの間に配設している。ロック手段１５の第二係止手段１４は省略してい
る。
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